
 

 

 

（２）他県における取り組み  

 

 

○ 地域性等を踏まえた制度運用のあり方等の検討事例〔新潟市〕 

 

★ ポイント ★ 

 自立支援協議会内に相談事業者、移動支援事業者、行政による「移動支援部会」

を設けて、地域性等（現行制度、利用ニーズ、人材・事業者等の状況など）を踏ま

えて課題を抽出し、改善点の議論を行い、最終的に協議会として報告書を取りまと

め、移動支援事業の運用面の見直しへ反映させた事例です。 

 また、報告書においては、障がい者の移動に係る課題解決には、福祉施策以外の

教育施策や交通施策などとの連携ほか、地域住民やボランティア団体との協働によ

るインフォーマルなサービス開発、育成、活用も大切であるとされています。 

 今後の自立支援協議会における協議の参考としてください。 

  

 【参考資料】 

   「新潟市障がい者地域自立支援協議会移動支援部会の報告」 

   （22年3月 厚生労働省障害保健福祉関係主幹課長会議参考資料） 

 

 

※ 障害者自立支援法の改正関連 

  法の一部改正により平成23年10月から地域における自立した生活の支援を充実

させるため、重度視覚障害者（児）の「移動支援」について、「同行援護」として

障害福祉サービスに位置付け、自立支援給付（個別給付）の対象とすることとなっ

ています。 

 地域生活支援事業における「移動支援」事業がなくなるわけではありませんが、

一部個別給付化となることから、市町村における支給決定等の準備も必要となって

きます。 
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